
再評価調書（再々評価） 

事 業 名 深北緑地整備事業 

所 在 地 寝屋川市河北中町・大東市深野北  

再々評価理由 再評価後５年を経過した時点で継続中 

目    的  深北緑地は、河川事業と公園事業の共同事業により一級河川寝屋川の洪水調

整機能を備えた多目的遊水地公園として整備している。遊水地は湛水頻度によ

り A・B・C の３つのｿﾞｰﾝに区分され、公園の施設計画においても各ｿﾞｰﾝ毎に特

色を持たせ、A ｿﾞｰﾝは水辺のｿﾞｰﾝとして池を中心に親水性を高め多様な生物と

ふれあえる場、B ｿﾞｰﾝはふれあいｿﾞｰﾝとして芝生広場や遊戯場を配したﾚｸﾘｪｰｼ

ｮﾝの場、C ｿﾞｰﾝはｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝとして野球場やﾃﾆｽｺｰﾄなどｽﾎﾟｰﾂ施設を豊富に備え

た活動的な場など幅広い機能を備えた総合公園として、また都市周辺の自然環

境を保全する重要な水と緑のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとして整備する。 

内    容 ・都市計画決定面積 44.7ｈa    ・開設面積 30.6ｈa（H15.3 末）

〈事業認可面積 44.7ｈa（事業完了区域含む）〉  

A ｿﾞｰﾝ（水辺ｿﾞｰﾝ）  湿地や水辺等の保全・復元ｿﾞｰﾝとして現在整備中

B ｿﾞｰﾝ（ふれあいｿﾞｰﾝ）芝生広場・児童遊戯場・桜の園 

C ｿﾞｰﾝ（ｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝ）  ﾃﾆｽｺｰﾄ・野球場・球技広場 

事 業 費 全体事業費 計画約 189.9 億円(認可約 189.9 億円) 投資事業費約 175.8 億円 

内用地費 計画約 109.1 億円(認可約 109.1 億円)  内用地費約 109.1 億円 

 内工事費 計画約 80.8 億円(認可約  80.8 億円)   内工事費約  66.7 億円 

※ 再評価時点における事業費 約４４億円 

維持管理費  約 84 百万円／年  （約 280 円／㎡・年） 

上 位 計 画 ・大阪府公園基本構想       ・大阪府広域緑地計画 

・大阪府都市基盤整備中期計画（案） 

事

業

概

要 

関 連 事 業 ・多目的遊水地事業（河川事業 用地費約 240.6 億円・工事費約 112.7 億円）

計画時の想定 再評価時点 現時点 分析 経    過 

事業採択年度 S57 

事業着手年度 S57 

完成予定年度 － 

事業採択年度 S57 

事業着手年度 S57 

完成予定年度 － 

事業採択年度 S57 

事業着手年度 S57 

完成予定年度 H17 

進 捗 状 況 用地 －％ 

 

 

工事 －％ 

計画 95％ (認可 95％) 

[面積割合 計画 96％･

認可 96％] 

計画 63％ (認可 63％) 

[面積割合 計画 48％･

認可 48％] 

計画100％(認可100％) 

[面積割合計画 100％・ 

認可 100％] 

計画 83％ (認可 83％) 

[面積割合 計画 68％･

認可 68％] 

整 備 の

都 度 段

階 的 に

供用 

 

 

 

 

途 中 段 階 の 

整 備 効 果 

発 現 状 況 

・平成１４年度末開設面積 30.6ｈa  開設率 計画 68％（認可 68％） 

・年間来園者数約 68 万人 

・府民協働による｢環境ふれあいﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣実施(H13～14) ７回 

事
業
の
進
捗
状
況 

事 業 進 捗 に 

関 す る 課 題 

・特になし 

計画時の想定 再評価時点での状況 現時点での状況 分析 

○寝屋川水系に位置

する大阪東部地域は

地盤が低いうえ、急

激な都市化による市

街化が進み、大雨時

の洪水災害の危険性

が大きな課題となっ

た。そこで深北緑地

はこの洪水災害の危

険を回避するための

役目をもった多目的

遊水地（貯留量 146

万トン）として、ま

た平常時は府民のﾚｸ

ﾘｪｰｼｮﾝ利用のための

公園として二つの機

能をもった多目的遊

水地公園として計画

決定（S53.7）された。

○大阪府緑のﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

（S59.3）において、 

・五大放射緑地（河川臨

海部） 

・一環状緑地（三山系） 

からなる基本緑地軸の骨

格を基本にネットワーク

化する大規模公園のひと

つとして深北緑地を位置

付けている。 

○障害者、高齢者をはじ

め誰もが安心して出かけ

られるまちづくりを進め

て行くことを目的に｢大

阪府福祉のまちづくり条

例｣（H5.4）が施行された。 

 

 

 

 

○阪神淡路大震災の教訓

を基に策定された｢大阪

府地域防災計画｣（H9.3）

において防災空間、防災

拠点として深北緑地が広

域避難地に指定されてい

る。 

○大阪府広域緑地計画

（H11.3）において、 

・五大水辺空間（河川臨

海部） 

・周辺三山系 

・中央環状緑地群 

で構成されるみどりのネ

ットワーク化の大規模公

園のひとつとして深北緑

地を位置付けている。 

○急速な高齢社会の進

展、障害者の社会参加意

識の高まりなど社会状況

の変化に対応して条例が

改正（H15.4）された。公

園においては、適合させ

ることが望ましい誘導基

準から適合必要な整備基

準へと必要性が強化され

た。 

○建設省から防災公園整

備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定の指導を

受け、全国に先駆けて大

阪府防災公園整備指針

（H11.6）、大阪府防災公

園施設整備ﾏﾆｭｱﾙ（H12.3）

を策定し、これらに基づ

き防災公園として整備を

図っている。 

○大阪における

面的なみどりの

充実の必要性を

踏まえ、ﾈｯﾄﾜｰｸ

のみどりの拠点

である府営公園

において、各公

園の特性を活か

した公園整備が

必要。 

○｢大阪府福祉

のまちづくり条

例｣改正に基づ

く公園整備の必

要性が更に増。

 

 

 

 

 

○災害時におけ

る広域避難地と

なる防災公園と

して整備が必

要。 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

    

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

  ○深北緑地 A ｿﾞｰﾝ（水辺

ｿﾞｰﾝ）において、平成 13

年度より府民との協働で

自然観察や環境学習の場

となるよう公園の整備や

管理手法を考えていく

｢環境ふれあいﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣

を実施している。 

○住民参加型の

公園づくりを維

持管理にも発展

させる必要があ

る。 

 

 



 

計画時の想定 現時点での状況（変更点） 
 

    備 考 

再評価時点での状況 

 

 

分析 

 

費用便益分析 

計画時点では費用便益分析の手法が確立されておらず、算

出できず。 

 

 

 

 

 

 

 再評価時点では費用便益分析の手法が

確立されておらず、算出できず。 

・Ｂ／Ｃ＝ ２．７７      【備考】 

便益総額             ○具体的な便益内容 

Ｂ＝ ４２２．９億円       ・公園直接利用便益 

総費用               ・公園間接利用便益 

 Ｃ＝ １５２．９億円       ○受益者  公園利用者 

                  ○算出根拠 

                   国土交通省都市地域整備局 

                  公園緑地課監修｢大規模公園費

                   用対効果分析手法マニュアル｣

                   による。 

  

 

 

 

事
業
効
果
の
定
量
的
分
析 

その他の指標

（代替指標） 

 ・指標の注釈    

安全・安心 

 寝屋川水系の洪水被害を防ぐため、寝屋川の洪水調節機

能を持った多目的遊水地公園で、洪水となるような大雨が

降った場合は、緑地内に寝屋川の水を流入（貯留量 146 万

トン）させ、一時貯留を行い、下流域の洪水被害を未然に

防ぐ。また、公園利用者には大雨時に警報サイレン等で避

難誘導を行うｼｽﾃﾑが整備されている。 

・受益者など 

  地域住民 

  府民 

 寝屋川市及び大東市の地域防災計画に

おいて、震災時に火災の延焼拡大によって

起こる輻射熱などから市民を守る広域避

難地として指定されている。万一発災時と

大雨が重なった場合は、緊急放送による誘

導体制をとる。 

 変更点特になし 

 

活力 

・個人の活力 公園を利用して周辺住民の散歩やｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ

など個人の体力に応じた運動が可能であり病気の予防や

心身を鍛えることができる。 

・地域の活力 球技広場や芝生広場などの施設整備によ

り、運動会や様々なｲﾍﾞﾝﾄが実施され地域住民のコミュニ

ティ活動が活性化される。 

・受益者など 

  地域住民 

  府民 

 変更点特になし 

 
｢環境ふれあいﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣の実施によ

り、府民との協働による公園づくりの実

践で、府民や地域住民の自己実現や社会

参加などの活性化が図られている。 

 

快適性 

水辺のｿﾞｰﾝでは様々な水生昆虫・水生植物や野鳥と出合

えたり、ふれあいのｿﾞｰﾝでは芝生広場で家族や友達と遊ん

だり食事をするなど、「ゆったり・のんびり」と過せて、

精神的にリフレッシュできる。 

・受益者など 

  地域住民 

  府民 

 大阪府福祉のまちづくり条例に基づき、

障害者・高齢者をはじめ誰もが利用できる

よう公園施設の整備に配慮することによ

り、来園者が公園を安全かつ快適に利用で

きる。 

変更点特になし 

事
業
効
果
の
定
性
的
分
析 

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能 

散歩やｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ等の軽ｽﾎﾟｰﾂから野球・サッカー・ラク

ビー・テニスなどの球技に加え、魚釣りや水遊び、自然観

察など様々なﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの場を提供する。 

・受益者など 

  地域住民 

  府民 

変更点特になし  府民要望に応え、ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ・ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ

などのﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂが出来るジャンプ台を完

備した広場を平成 13 年度に整備し、多く

の若者で賑わっている。 

平成 13 年度 

公園利用実態調査結果 

○利用目的 

・散歩、ｳｫｰｷﾝｸﾞ   60％ 

・遊び        24％ 

・ｽﾎﾟｰﾂ        8％ 

 

○公園の印象 

・緑が多い、     44％ 

・散歩がしやすい   12％ 

・芝生広場      11％ 

    という結果であった。

 

 

 

 

 

当初予定

どおりの効

果が発揮さ

れている。

自然環境等への 

影響と対策 

○河川の遊水地機能に加え、自然とふれあえる水と緑のオープンスペースとして

積極的な創出を図る。 

○A ｿﾞｰﾝ（水辺のｿﾞｰﾝ）において湿地や水辺等の保全・復元を図り、水生生物や

野鳥の生息の場として、自然環境のより一層の向上を図る。 

 変更点特になし 

  

○変更点特になし 

○自然豊かな水辺空間や野鳥の生息場などの保全・創出を目指して、行

政・地域住民・市民団体・学識者・専門家などの様々な分野の人々が協

力しながらﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ方式により整備をすすめている。  

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに

より確立し

た整備計画

に基づき実

施。 

その他特記すべき事

項 

 前回再評価時の 

意見具申・府の 

対応方針の概要  

（意見具申） 

（府の対応方針） 事業継続 

 今回再評価時点 

の反映状況 

 

 

 

 


